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1 調査の目的と方法
(図 1-1) 調査作業アロー

近年，水レクリヱーショ '-'VL対する需要の増大は著しし

かっ多様化してきているにもかかわらず，その活動の場は

極めて限られているのが現状である。その最も大き念理由

の 1つは漁業と水レクリエーション活動との調整"の

難しさにある。本調査の対象である浜名湖地域でも同様で

ある。

浜名湖は，面積 (68.skIi)で全国第 10位，湖岸延長 (103

km)で全圏第 3位を誇るわが国屈指の湖沼(正確には 2級

河川都回川の河口)である。現在，浜名湖では漁業は勿論，

多様走水レクリエ } γ ョンの場として活発な利用が行われ

ているo しかし，昭和 55年度実施された「浜名湖総合調

査J(静岡県西部振興センター，浜名湖総合対策懇談会)

Kより，湖岸Kは約 7.000余隻もの漁船及びレジャー船が

係留されている ζ と，しかもその多くが不法係留であるこ

と，漁業者とのトラブルが多発しているとと等が明らかK

された。

(表 1-1) 船種別係留隻数(昭和 55年)

そ乙で，本調査の実施が目論主れ，

・浜名湖地域になける湖面・湖岸利用の実態をふまえ，環

境保全K配慮しつつ，漁業振興と調和のとれた湖面，湖

岸の適正かつ有効左利用，とりわけ緊急の課題とされた

「漁船及びレジャー船等の係留施設を中心とする水レク

リエーション施設・拠点の適正配置

Kついて調査するとと Kなったのである。

筆者らは，本調査を水面及水辺利用の総合的左計画とし

てとらえ，その名も"プノレーマスタープラ'-'"と仮称し，

(図 l-l)VL示すよう左作業アローで調査を実施した。

ζ とでは，調査の結果から次の 2点をとりあげ報告する

とと Kする。

①湖面・湖岸利用の実態(作業アロー①)

②ブルーマスタープラン ②〕

2. 湖面・湖岸利用の実態

浜名湖VL:J:，>ける湖面・湖岸利用の実態を把握するためK

実施した「浜名湖の適正利用K関するアンケート調査(地

域住民向と漁業者向)Jより，地域住民及び漁業者が湖面

及び湖岸利用K対して抱く意識として次のような点が浮彫

K左った。

①浜名湖地域の住み心地は良好で，浜名湖K寄せる愛着も

深い。(表 2-1， 2)

②浜名湖K念ける漁業の将来方向は，兼業化，観光漁業へ

の参画が促進される。(表 2ーム 6 ) 

③地域住民の水レクリエー γ ョンは，潮干狩，海水浴，釣

(船釣，岸釣)等が主体で，活動参加率や活動回数は高

い。(表 2- 4 ) 

④湖面は有効K活用されていると考えられているが，一般

住民と漁業者との間K大きな認識のずれがある。(表2-5) 

⑤最盛期の湖面は混雑しているが，まだまだ余裕もある。

しかし，漁業者の見方は厳しい。(表 2ー 7) 

⑥レジャー船の所有志向は強いが，レンタノレで間Kあわせ

たいと考えている人も多い。(表 2- 5 ) 

⑦今後，湖岸Kふやしたい施設として，公園緑地，水族館

等の文化施設，遊歩道やサイクリング道路等を支持する

人が多い。(表 2- 9 ) 

⑧地域住民の約 6割が浜名湖の水質汚濁を心配している。

(表 2ー 10)
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(表 2-1)浜名湖周辺地域の住み心地

('単位:骨)

----ー
池波住民 iI.費者 酎

E 調るののそで今ば睡治唖もずに入，。とて住いみ
52.0 68.8 60.‘ 

匝付たい

2 輔tcの入そ，ばて松い.る1まあ金あ覧 31.3 17.9 24.6 

3 瑚も悪のそいばとはも、思BわIJtc老良いいと 13.6 10.7 12.1 

4 棚のそば総.~ま'時き 1.1 1.81 1.5 
で念い

sできれば他の樋Ilitc移'
.~ 。.，‘たい

tt 100.0 100.。 100.0 

(表 2-2) 浜名湖への愛着度

1非常K量請をI!¥じている

2 やや量着を感じている

3 余 b宣車を銘じてい傘い

4i全〈置車をI!¥じていをい

針

73.9 

(表 2-3) 浜名湖漁業の将来

l 尊重視風草が主流を占める 15.1骨

2 阻光漁果 . 0.' 

3 養摺主 . 2.. 

4 通常のiI.業と置先漁藁との策集が繕
40.6 える

5. I風量と他。駿案。来車化が2・A.る 22.6 

•. I極集から錘れる転章者が泡える 8.5 

1 わから在い 6.7 

8 その他 2.8 

針 100.0 

(表 2-5) 湖面利用の現状tてついて

の認識 (.位:*>

-----ー 煙量iI.章者 針

1 非る常tc有劫K利用されてい 11.2 5.8 I 8.5 

1多軍主少問れ題てもあるが有抽K制 66.6 39.4 53.0 2.ν、る

~~ !>有効/CO!¥閣されてい
13.5 10.6 12.1 3 るとはいいがたい

問題が多f遺書すべき点が
8.71 .. ".2 26.. 4 非常に多い

tt 100.0 100.0 100.0 

(表 2-6) 観光漁業への参加

1 会〈してい企い 75柑

之時々している 22.2 

a ほとんど 2年中している "6 

酎 100.0 

(表 2-7 ) 最 多 利 用 時期の

船の利用状況
(.也:*>

-----
JIl域住民 iI.章者 酎

1 多すき・る 24.1 77.9 51.3 

2 やや多い 29.1 10.6 19.9 

3 普通 28.5 8.8 18.6 

.. ~や少老い 3.3 。 1.7 

5 少食い 1.5 0.' 1.2 

.. わから在い 12.9 1.8 7.3 

針 100.0 100.0 100.0 

(表 2-8) レジャー船の所有について

2 持っている I 11.' 
2 持9て川吋hずれ持ちたい I 11.' 
3 持。て吋い.その都醐!>M:!十分 I 31.2 

4 持，てい念いし.今後も必要注い 34.5 

&そ の 他 10.5 

tt 100.0 

(表 2-4) 浜名湖周辺住民 の水レクリェーショ Y活 動 の 参 加 率 ・ 参加[回数(複数回答7

.加率!;ll 
.加回世慣

活 動
毎 日置tct-2回月1<1-・2閏年/C1t回その他 酎

船 酌 19.6 5.1 11.2 23.2 "4.4 10.1 100.0 

鯵 辺 前 19.7 1.0 13.0 21.0 59.0 '.0 100.0 

欄 千 狩 .2.8 0.5 2.8 12.9 26.7 57.1 100.0 

機 水 硲 2ま6 ... 5.0 10.0 73.6 10. 100.0 

ピター， ? 3.' 5.0 90.0 5.0 100.0 

散 策 15.6 0.3 12.1 24.1 48.1 ... 100.0 

ヨ ， ト 1.' 12.5 37.5 50.0 100.0 

毛.-'" ト 2.0 10.0 90.0 100.0 

1l:il-，手ζ 害時正ート 1.2 33.3 '6匁 100.0 

ウ<0'ドサー"7.::'- 0.' 50.0 50.0 100.0 

水上スキ 1.0 40.0 60.0 100.0 

野鳥観察 1.. 25.0 75.0 100.0 

そ の 他 2.' 8.3 25.0 50.0 1~7 100.0 

3 プノレーマスタープラン

(1) 基本的左考え方

湖沼Kは治水や利水の本来的左機能tて加えて，第 3の機

能ともいうべき親水機能がある(表 3- 1 )。湖沼に限っ

た ζ とではまいが，水の空 間と水辺の緑とが一体と在った

"水緑空間 "vcないては，その親水機能を一層高めること

ができる。最近，都市及び その近郊Kむいて人と水とが親

しく関わる機会がめ

っきり少念〈在った

と と か ら ， 親 水 機 能

の保 全 ・ 回 復 ・ 創 出

が重要左課題と在っ

てきている。

本調査ではとうし

Q
u
 

qδ 

(表 2-9) 今後水辺K増 や し

た い 施 設 ( 複 数 回 答 )

(崎~bt:*)

崎 世 JIllt住民 機草者 針

1 公園~晶地 54.8 51.3 53.8 

2.1Il酌b純量 19.8 16.8 19.1 

3.1Il水浴唱 22.6 10.6 19.9 

.. ~リーナ 1.3 3.5 1.8 

s曲。保留縄;;! 11.9 5 ~.9 :n.5 

6宿泊慢11施止 16.2 15.0 16.0 

t水銀健在どの文化施畢 47.1 35.4 ... 
a青少年の野外a宵纏誼 3t7 14.2 27.3 

9.キ守 Y プ場 21.1 10.6 18.7 

日量歩過・サイクリング道路 31.1 14.2 32.0 

U その他 2.5 2.7 I 2.6 

(表 2-10) と の 数 年 間 の 浜 名 湖

の水質

(噂位:需】

ーーーーーー 地緩住民 iI.章者 tt 

1 汚れがひど〈在，た 3.~ 52.2 44.3 

2. ~~汚れた 2~3 20.4 22.9 

3. ~~!>置ら念h 14.8 9.7 12.2 

4. やや量れいK企ーた 12.8 16.8 14.8 

5. きれいK左官た 2.1 。 1.0 

a わから老い 8.7 0.9 '.8 

脅す 100.0 100.0 100.0 

#アンケート調査は，地域住民 900人

を対象(回収率 43.8冊〕漁業者(組

合員)150人を対象(回収率 75.3

% )以下同様。

(表 3-1 ) 湖沼の機能

治水個量能 E 
|洪水調量.汚水晶謹.旭下水泊漏妥

{第1の瞳能)I 
制氷慢睦 lよ水・エヨ庭用水.... 用水@水IIJ.

t ...，機能)I艶竃.iI.量.空港

規水槽能 l風鎮@養素

(第 3.，構能)I指曲@場〈 νタ">0ーシ...... ~ lIr:脅.

空11¥'.)環境曜会〈大気・水の浄化.

気候@圃藍.空間・肺誕の恨瞳}



た認識をふまえ，計画の目標を次のよう K設定した。

・漁業との調和を図りつつ，浜名湖のもつ第 3の機能=親

水機能を最大限に発揮し住み良い，訪れて良い豊か

念定住社会をめざす。

(図 3-1)湖沼の機能

浜名湖全体として、
3つの機能がバラ
ンス良〈克且され
かつ、臨合性を尭
揮するととがポイ
Y ト

(図 3-2) 

棋名湖の水量空間を 3
つの側面から麗水性を
高めると同時K、 2つ
企いしは 3つの制函を
巧〈グプラせる主ラ忙
して盟水櫨能面白臨合
性を高めてい〈ととが
ポイント

(2) 湖面・湖岸の取扱い区分

湖面・湖岸の適正利用を考える上での大前提として，次

K示す 3つの観点から保全エリアをひろいあげ，オーバー

レイ方式で(表 3-1)(iL示す 4ランクの取扱い区分を設

定した。

・自然資源の保護(学術的価値，景観的価値，生物資源的

価値)

(表 3-1) 湖面・湖岸の取り扱い区分

匡分 方 針 対象地区 基年的;tIIlTl1lぃ")j陸

闘す 天然記企鞠(困.操指定} -当議地域位び蛸観的傘一体性

発べ 名腸【庭園)(操指定} を有する周辺地域Kつ肺て.
A 

止禁を地壇き
特別史跡(国指定} l'響を生じる恐れのある曲発

史跡(圃指定〉 を車11する。

雌謹水両

特別地域【県立自然公園} -樹党νタりエ-~.;/の'"テ

名腸E醐椙)(県l1i定} ;<'0;/守'"の品加地区1<1到して

郷二主景観地区 【自然鼠器地区} は.現存施』の買的改善、公

原RII閉す
島問斜地崩擁危瞳区域 共性の品い施品。導入を除ν、

てとし 抑制9をE域地ベさ
砂紡指定泡 て、新蝿の闘尭はできる胆り

B 海岸保全区被 抑制する。

土流・飛砂・醐害問備I¥l霊体 -国土保全土問題。ある地岨の

開発H抑制する.

普通地峻【県立自然公園〉 -新離の開発K対して.純K抑

開尭正適図を

風設地区 制はしまいが.期l;~の現唱を
他生自然直 10.9. 8 保全するためK適正念級制・

K走る 蝿土景観地区(人工 ~I園地区} .w<l¥を;{j'j'i行九

c た'-'観制べき 制全区域

採民軍止区揖

HJ 品導Z 

適利用べ
その他の地被 -既存の土地朝周又は土地利用

計画K関して、理筏K配慮し
E 正念を地瞳き 先制ftを図る。

土図
地る

-国土保全(地すベ!J-土砂崩壊防止，活水機能，河川環

境保全，水辺の土地保全〕

-生活潔境の保全(人文資源の保全，自然風致の保全，公

害防止)

(3) 湖面利用計画

湖面利用計画では次の 2点を明らかKした。

①漁業及び水レクリヱーショ Yの特性と利用上の骨IJ約を考

慮した湖面利用区分

②湖面の容量及び将来需要からみた係留施設量とその配置

(図 3- 3 )はその作業アローを示したものである。

〈湖面利用区分〉

代表的ま湖面の利用活動K漁業と観光レクリエー γ ョY

(遊漁，モーターボート，水上スキー，ヨット・ウインド

サーアィン，ローポート，海水浴・潮干狩，遊覧船)をと

りあげ，漁業(湖面漁業，浅海漁業，採貝漁業)を優先し

つつ，各水レクリエーショ Y の活動特性と活動相互の関係

(図 3- 4 )をふまえ. (図 3- 5 )のような区分を行

た。

(図 3-4) 湖面利用活動の相互関係

ーー周回同町ーー『ーー ⑦@  @I@ ③②  ①|凶

@il 業 E lllIl E 聞 mlIl・

①量 覧 船 E llls 111 

母毛-#-・ポート mlm nlu 1 ・

@水上スキー 園田 n Inl-

G甲》 ウヨ z...r.サターフ ン H 置 nl-

@ 傘冨どの小・型mポート lln l' 

岨 酌 lll. 

①水 浴 i・

陣 域

-1:1観的K一体化している

問問。樹休地や.j!後の

斜副緑地等K十分配慮す

る.

-後線 kの姻生を棋生ずる。

-Ul物等10る段8自の御世

的分闘を避付る.

-前提E・11等IU'いては.

観世的傘革，1111<十分配>I!
する@

-I~点喝の検境慌金K努め

る.

-飽設。色彩・デザイン等

K十分配車する.

-水辺K念じま傘いII!設の

噂入は避ける。

-対岸慢として不調和K念

りや Fいぬ点。導入を避

吋る。

-封停竣としての銀副W凪:
属医を行う.

タイプ'(1)岡一空間で績合L企い。
ω自慢接空間老らば踊合し念いa

1111 10た〈分雛する.

水 昨 邸者 水 竣

-影轡金生じる恐れのある -r11} 反

水面判用・湖j挙制周.水

質官同~tCついても十分配

躍する。

-埋立ては禁止する。

-自然醐J干の慌全.既4子酒 -水峻の埋立ては.公共性

j手の雛水越 i;~への改善K の高い事量.後背地の地

橡力fJe雌する。 形<1<変を置ける場合等を

-週1F:t:ttli輯を溜け.地形 障いては.1反則として祭

K在じませる。 止する。

-水辺の~I本を慌金ずる。 -埋立てを行う喝合低周囲

.Ul抽・胞設等は汀線から の現段との調和K十分配

セ 7 トパ 77させる。 躍する。

-*函の制用Kあたっては.

漁業との調整K十分配膳

する。

-水睦郎は.公園遊歩道等 -水法の埋立てはできる限

の公共性の尚h 空間とし b避ける。

て藍備する。 -水面の利用Kあたって位

-水際部K悦納庇を導入し. 漁主止の調董K十分配慮

縮技等はで会る担り植綾 する。

で控雌する。

-新設する議岸は親水誰埠

とする。

-雄停は直輯ftを避げ.地

形K在じませる。

-水際線はできる眼b樹木 -水域の埋立てはできる隈

等で修按する。 b置付る。

-水面の制用Kあたって眠、

漁業との調整K十分配慮

する。

* 水際線治事る野価ラ Y タの境界線K企9ている場合は.水器部の鍛い舷高い評価ランタ止して取り倣うとととする。

40ー



(図 3-3) 湖面利用計画の作業アロー (図 3-5) 湖面利用区分

JJ;:・・4区画漁業権区披

住き雪雲ヨ号ーターボート遊走区主主
伝言語三五(但れ 1，2は要検討区域)

~漁跡地方港湾臨
E国遊漁自粛鴎

〈係留施設配置計画〉 関係と在った。そこで舟種別に次のような対応をとること

係留施設量は(図 3- 3 )の作業アローに示すように， にした。

容量論的左アプローチと需要論的在アプローチより推定を ・漁船については職業や遊魚への転換左どから減少も予想

行った。その結果は次のとシりである。 されるが，安全側K将来とも現状維持とみ左した。

①容量論的左アプローチ十てよる推定 ・モーターボート Kついては，漁業者の批判が最も強い己

乙の7プローチでは，前述の湖面利用区分をベースK各 とから，容量の下限値で計画量を設定した。

ゾーンの可能活動毎VC(表 3 ← 1 ) ('1:示すよう左空間原単 ・ヨットについては，巾広い層K活動の場を提供すべきで

位を用いて係留施設量を算定した。その結果は(表3-3) あると考え，容量の制約の中でできるだけ需要に対応す

K示すとなりである。 ること Kした。

②需要論的左了ブローチKよる推定 ・遊漁船Uてついては，需要K対応できる容量はあるものの

乙のアプローチでは(表 3- 2 )のよう左原単位を用い

て算定した。その結果は(表 3- 2 ) に 示 す と な り で ある。(表3-2) <<現状勢い"もとづ〈予測(昭和 65年)

③計画係留施設量の推定

上記 2つのアプロ一千による推定では，容量を下限値で

とれば，容量三五需要，上限値でとれば，容量主主守J妥という

(表 3-1 ) レジャー船の空間原単位

活 動 hO/担・同時 隻/h・
容量(A/h.(水峻))

同時紘大収容力 目量大収容力

0.25 -0.5 2 - • 
前 2 _4 5-8 

0.50 -1.0 2 、 2

*10.18-0.5 2 - 6 
小型ポート 4 -12 10-30 

0.36 -1.0 1 -・ 3

0.5 -1.0 1 - 2 ヨ ， ト 3-6 10 -15 
1.0 -2.0 0.5 - 1 

1.5 -3.0 0.3 :-0.6 
モーターがー+ 1-2 5 -10 

3.0 -6.0 0.15 -0.3 

2.0 -4.0 0.25 -0.5 
水上兵キー 0.1 -1.5 5 -15 

4.0 -"0 0.13 -0.25 

骨骨 デ.~ギー.ローポート.ベダ
ルポート.世罵力1f(-~.・E量
ヨット

骨 上直は SOba以下の欄の峨合.

下段位非常K大き念湖@場合

資料 fTOURIST AND RECREA 
TION DEVELOPMENTJ 
1977年

R.C.Lonati. Seeretary. 
General World Tourism 
Organiz・tion.

日本港湾品会の資将に主れほ、セー
ルポートのJ&ll事也として快適性~・ら

みた繍合 2.5-3.0ha/輩、寄金性か

らみた場合Ollha/置を提案してい

る。
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給 a現管在聾保散 採吊年{申平び均事予醐値 6 'ii5~ データ '1' 
lIk 組 2J83畳 。*1 2，180聾 1.00 

4 22B 2.810 328 
'<-ターボート 857 

a 10.5 1.160 2D5 

ヨット 801 
イ 2‘2 2.140 3 .. 4，2 

回 14.0 1.920 2.0 

遊漁I!I3.173 ，、 3B 4，380 U 8  

i， '、 - 112.110 1.73 
針 7.014 

自 10，240 1.46 "， '、

-日本舟f盤工薬会調べKよる年次別舟II!生産量散

白伸び{略和50-55年)一一一一一データ@

浜名湖'J、型船安主協会宮崎べK 主.，年~別登録量

散由伸び{昭和 51-56年}一一ーデータ⑨

・量林水産省D融業セ y サスWよる遊漁申i用者、

{た起し、海約慣係白みで陸釣を音量ず )0011申

びi昭和48年及び53年}一一一一データの



漁業との競合，海釣り施設左どKよる代替の可能性など

を考慮し，容量の下限値をもって計画量とした。

以上の結果をまとめたものが(表3-3)である。

この計画量を整備目標とするわけであるが，整備にあた

っては，次のよう左対応が必要であるとした。

・レジャー船の増加に伴う漁業や環境への影響を事前・事

後評価しつつ，段階的K整備するとと。

・後述の管理運営面の諸対策の進捗をみ在がら整備を進め

るとと 0

・レン 1'/レ用のレジャー船，企業・学校・その他グループ

等による共同所有形式を促進し，多くの需要を吸収でき

るように配慮する己と。

〈係留施設配置計画〉

前述の整備目標量の受皿となる係留施設の配置Kついて

は，各ゾーン毎K係留適地をひろいだし(航空写真，現地

調査)，各適地の容量をふまえ係留施設量を配分した。念

な，係留適地の選定Kあたっては，治水への影響を考慮し，

小さ在入江，船溜，既存の水路を有効に活かすとともf'[，

湖岸K分布する遊休の養鰻場を堀込んで用地を確保する考

え方も導入した。

(図 3-6) 係留方法の基本的考え方

〔図 3-7) 

・聾鰻場掘b込み型 ・入江活用型

[. ti理主水菌効暗線できる. ・建世ヨストは比敏的置い。
制点 1:洞川法・漁業帽との醐監が出寸やすい. ・8融制様。曜会と係省が両立する.

失点|・地面を官めて纏量ヨ..fが高〈攻 bやす"'. ・両111法.漁量権との醐監が晶型。
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・-、 u111ゆ争ftl OI-Y内のど乙かで

係留縮置を聖書備する。

-湖岸強b幽1..;型

・土地条件@劇的が少念い.

・両川法.tl聾掴との削量が晶堕.

-42-



(4) 管理運営計画

係留施設がいくら整備されても，不法係留を左くすため

には，新しく整備された係留施設への係留を促進するとと

が必要であるし，その他vl'も ;/7ト面の対策が伴わねば意

味が左いと考え，下記のようま視点からの管理運営対策を

提案した。

①湖面利用に関する管理運営

.係船促進対策

・廃船処理対策

・安全・利用指導対策

②環境保全K関する管理運営

.資源保育対策

. ，軍境維持・改善対策

各対策の内容をまとめると(図 3- 9 )のように左る。

なかでも係船促進対策VC:lo'ける「登録制」の導入がポイン

トと考え，その実現のプログラムKついても(図 3-10 ) 

のよう左提案を行った。

(図 3-9) 管理運営計画のまとめ

(図 3-1 0) 係官施設整備のプログラム
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(表3-4) 係留施設の整備Kついて

〈単位:婦}

1 別に必要と閥抗い I 8.1 

a ぜひ酬すぺ~~ 8~ 

aその他 | 日

針 1 100.0 

(表 3-5) 受益者負担Kついて

4 まとめ

{単位:.) 

1・酬にすべきでM 一丁Z
2. b>..臨時封負担肝むをえ老い 1....
a 特定の人遣が使府する且上菅益者負担 1"

は当酷だ 1-

4. その他 I 0.6 
計 1100.0

本調査では，水レクリエーションの需要圧力K対応した

場づくりをレジャー船の適正配置という観点から取組んだ

ものである。その結果，次のよう念点が明らかKなった。

①水レクリヱーションの場を確保してい〈ためtては，漁業

者とレクリエーション者の聞にあるギャップを埋めてい

〈ことが必要であるとと。

②そのためには，両者が自らの主張をくりかえすだけでは

在〈具体的左調和点をみいだすための客観的左データの

提示，それをふまえた総合的左諸整策Kよって共存の状

況をつ<!Jだすことが必要であるとと。

③上記と関連するが，水レクリエ}ジョンの場づ〈りは，

、ード面の対策だけでは左<.ソフト面の対策も含めて

考える己とが重要であること。

④本調査は水のマスタープラ;/(フ・ルーマスタープラン〕

の方法論の確立も意図したわけであるが，まだ一般性を

もちうるまでKはいたってい左い。しかし，そのプレー

ムの有効性は認めることができたと考えている。

なわり K 己の報告は「浜名湖フリレーマスタープラン(水

域利用拠点の適正配置K関する調査J(昭和 58年 12月浜

名湖フ・ル}マスタープラン策定働議会)の一部であること

をな断りするとともに，発表の機会を与えて下古った西部

復興センターをはじめ関係各位K感謝の意を表する次第で

ある。




